
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<お申し込み方法>下記申込欄に必要事項をご記入いただき、 ＦＡＸ または 二次元バーコードからオンラインにてお申込みください。 
<お申し込み期限>令和 6年１月 22日（月）までにお願いいたします。期限後についてはお問い合わせください。 

 

1/26（金）開催 『インボイス制度対策講座』 受講申込書 

船橋商工会議所 山野 行 ⇒ FAX：047-434-9559            

事 業 所 名  Ｔ Ｅ Ｌ  

所 在 地  F  A  X  

受 講 者 名 (複数のご参加可能) 会員 ・非会員 

※ご記入頂いた情報は本セミナーに関する運営のみに利用し、取扱いにつきましては個人情報保護法に則り、厳重に管理致します。 

〈主催〉 船橋商工会議所 
TEL：047-435-8211 

◆会場 船橋商工会議所 5階 501号室 
(船橋市本町 1-10-10) 

◆受講料 無料  

◆定員 ３０名 (先着順) 

◆対象者  中小・小規模事業者(会員・非会員 問わず ご参加いただけます) 

1.令和 5年度消費税法改正新たな負担軽減措置の 

実務への影響 

●小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置（2割特例） 
●一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置（少額特例）他 

2.適格請求書発行事業者の登録・義務 
●必要事項が記載されていない請求書等を受領した場合 

●免税事業者が登録を行う場合  他 

3.仕入税額控除の要件 
●保存要件 ●帳簿の記載事項 ●帳簿のみの保存で要件を満たす取引 他 

4.インボイス制度・導入後の会計処理の実際 
●会計処理の概要 ●個別事例と会計処理及び税務調整 他 

5.税額計算 
●納付すべき消費税額の計算方法 ●売上税額の計算方法  他 

6.主な課題と、その対策及び準備 
●消費税額の端数処理 ●継続取引先の登録番号の管理 

●免税事業者との交渉 ●値下げ交渉はどこまでが妥当か  他 

２０２4年1 月26 日(金) 13：30～16：00開催 

事業環境変化対応型支援事業

講座

インボイス制度がいよいよスタートいたしました。
適格請求書発行事業者登録を済ませた方も多いと存
じますが、実務対応の準備は万全でしょうか。本セミ
ナーでは、R５年度消費税法改正点も踏まえながら、
会計処理の実際などスムーズに実務対応を行うため
のポイントと想定されるケーススタディを行います。
この機会に是非ご参加ください。 

 

〈講師プロフィール〉 

星
ほ し

 叡
ただし

 氏 

税理士法人トリプル・ウイン顧問 
税理士 行政書士 
 
 駒澤大学大学院経営経済学研究科 卒業後 公認会計士事
務所・税理士事務所勤務を経て昭和５６年５月：星晴喜税理士事

務所開業、実務経験を積みながらクライアントを増やし、傍ら全国
の法人会・経済団体の研修講師としても活躍の場を広げ、現在は
“誰もが避けて通れない相続”をメインテーマにコンサルティング

や講演活動を精力的に行っている。 
 
 


